
令和8年6月12日の任期満了に伴い、副町長の石川勝弘氏を再任
する人事案が6月定例会本議会にて全会一致で同意されました。

任期：令和8年6月13日～令和12年6月12日

「さらなる飛躍に向けて、住み良い八重瀬町にしていこう」と
いう思いで、町民の皆さまに住んで良かったと思っていただけ
るように、今後とも職員と共に政策を進めて参ります。

《 お問い合わせ 》
農業委員会
☎098-998-9840
農林水産課
☎098-998-4624

石川氏が副町長に再任

近年、高齢化や農業後継者不足により、耕作されない農地が目立つようになって
います。農地法では、「農地について所有権または賃借権その他の使用および収
益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を
確保するようにしなければならない」と農地を有する者の責務規定があります。
農地の適正な管理（清掃、安全管理、土砂流失防止等）をお願いします。

農地から出る枯葉（さとうきび等）が、畑の周りにある排水溝に留まると、
水の流れがせき止められて氾濫の原因となりますので定期的な清掃をお願
いします。

農地の適正管理に関するご協力のお願い

石川 勝弘 氏
いしかわ かつひろ

清掃

さとうきびや雑草等が道路へはみ出ると、交通安全（見通しの悪化、接触
事故）の支障となります。支柱、ロープ等の安全対策をお願いします。安全管理

農地から側溝に土砂が流れ堆積すると、排水不良や冠水の原因となり農
作物にも被害が生じる可能性がありますので土砂が流れないよう（土留め、
植生等）対策をお願いします。

※個人での対応が難しい場合は、町シルバー人材センター、機械施設管理センターにおいて農作業
の受託をしていますのでご相談ください。

土砂流出防止

̶土砂流出防止方法の例̶
みんなの力で
きれいな農地
環境を守って
いきましょう。

支柱による転倒防止 トタンによる
土留め対策

ベチパー植付けによる
流出防止対策

遊休地の場合（重機等を使用しないと改善できない農地）
〇東風平農業機械施設管理センター　　 ☎098-998-4598
〇具志頭農業機械銀行  　　☎098-987-9565
草木刈りの場合（草刈機等で改善が可能な農地）
〇シルバー人材センター  　　☎098-998-0013
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国民健康保険・後期高齢者医療制度

「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」が更新時期を迎えます！
～ 年齢やマイナ保険証の登録状況によって、届く書類が異なります ～

※70歳未満で「マイナ保険証」をお使いの方には、今回の郵送はありません。

（※）令和8年8月1日時点の年齢「年齢（※）」や「マイナ保険証」の登録状況によりご確認ください

「マイナ保険証」の登録は済んでいる?

○ はい

〒普通郵便で届きます

× いいえ
（持っていない・未登録・解除した方）

資格情報のお知らせ（70歳以上）

知っトク情報！！　高額な医療費の支払いが、所得による限度額までに抑えられます！

現在お持ちの「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」は、有効期限が
切れるため使えなくなります。
新しい書類を発送しますので、届いたら必ず中身をご確認ください。

古い書類を間違えて医療機関に出さないよう、新しい書類が届いたらすぐに差し替えてください。
※有効期限の切れた書類は、ご自身で裁断するなど個人情報に注意して破棄してください。
ただし、社会保険等への切り替えで資格を喪失した場合等は、返却する必要があります。

入院等で医療費が高額になるとき、自己負担を限度額の上限までに抑える「限度額適用認定証」。
マイナ保険証を利用することで、事前の申請手続きが不要になり、急な入院でもその場で自動適
用され安心です。
マイナ保険証をお持ちでない方は、健康保険課窓口に申請することで、限度額適用認定証の交付

を受けることができます。（国民健康保険税の滞納がある場合、適用されないことがあります。）
【注意事項】

要配慮者への資格確認書の交付

マイナ保険証をお持ちの高齢者や障がいのある方
等で、介助者が同行して資格確認を補助する必要があ
るなど、マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請
により「資格確認書」の交付を受けることができます。

※70歳未満の方は、有効期限がないため
送付されません。引き続き、お手元の「資
格情報のお知らせ」をご利用ください。
原則「マイナ保険証」で受診
 （機器トラブル時は「資格情報のお知らせ」と
セットで提示）

〒簡易書留（配達時、不在の場合は郵便局にてお受け取り）
資格確認書

被保険者資格情報が記載されており、
これにより医療機関等を受診できます。

マイナ保険証の利用登録解除

マイナ保険証の利用登録解除を希望
する方は、健康保険課窓口（役場本庁舎1
階）へ申請することで解除ができます。解
除後は、「資格確認書」が交付されます。

• 直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療
養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。

新しい書類、わが家にはどっちが届く？新しい書類、わが家にはどっちが届く？

国民健康保険
（７０歳未満）

国民健康保険
（７０歳～７４歳）

後期高齢者医療制度
（７５歳～８４歳）

後期高齢者医療制度
（８５歳以上）

国保 後期

令和8年7月31日令和8年7月31日

国民健康保険
資格確認書
国民健康保険
資格確認書

期限切れ期限切れ

《 お問い合わせ｜健康保険課｜☎098-998-2210 》
2026.711 広報 やえせ
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